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「アメリ力独立宣言」の邦訳について（3 )

井

襄

厚

原 田 譲 治

「独立宣言」の意義 

「独立宣言」の影響 

日本に対する影響 

「独立宣言」の邦訳リスト

「独立宣言」に関する邦語文献リスト（以上77卷 3号） 

正木篤和解の「独立宣言」（77巻4号）

「独立宣言」の試訳，ならびに既訳の検討（77巻4号 

以降）

「独立宣言」の試訳，

ならびに既訳の検討（続）

国王は，植民地の議員を疲労させ，彼の術策に屈従 

させるだけの目的で，議会を，異常かつ不便で，しか 

も公文書保管所から遠く隔たった地に召集した。

〔参考〕立法府は便利で公文•保管所に近い場所 

になければならぬ，という主張である。1769年か 

ら72年，マサチューセッツ総督は，同民地議会 

を，通例の召集地であるボストンから4 マイル離 

れたCambridgeに，1774年にはSalemに召集 

した。当時ボストンにはイギリスの守備隊が.驻屯 

しており，同植民地議会がかねてイギリス軍駐屯 

下の議会開催に抗議していたことや，急進派の 

John Hancockや James O tisらがケンプリッジ 

での議会召集に反対しなかったことを考えると，

この弾劾の正当性には疑問がある。なお，同法の 

事情は，1766年サウス. カロライナ民地議会が， 

通例のCharlestonにではなく Beaufortに召集 

された経緯にもみられる。

〔既訳の検討〕 legislative bodiesは，福沢訳
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"其国法を会議する場所"，中村訳"立法ノ会"，

高橋訳 "議会"，含持訳，今津訳 "諸立法団体"， 

人権思想研訳"立法部会"，立大ァメ研訳，宮田 

訳，富田訳，芝田訳"立法機関"などとなってい 

るが，高木訳のように" （植民地）議会" を指す。

斎藤訳のように"各植民地議会" とすると，13植 

民地の議会すべてについて言っているようだが， 

この例はごく少ないようなので， "各"はない方 

がよい。土旧は，この条項以後，斎藤訳を摸傲。

for the sole purpose of fatiguing them の 

them は legislative bodiesで，中村訳，高橋訳， 

今津訳，言田訳のように"人民" とするのは誤り。 

宮田訳，芝田訳の"立法機関を疲労させ"という 

ような日本語は不自然なので，意味をとって"議 

員" とした。高木訳"ひたすら疲労困爐の末"は 

誤り。soleはもちろんpurposeにかかる。福 

は植民地の政治制度がよくわからなかったのか， 

"其国法を会議する場所を不都合なる遠地に設け 

て人民の議論を避る" と誤訳，またthe depository 

of their public Recordsを訳さなかった。

国王は，代議院が，国王による人民の権利の侵害に 

対し勇敢にも断固として反対したために，それらの代 

議院を繰り返し〔そして続けざまに〕解散した。

〔参考〕 1765年，ヴァジニア議会は，Patrick 

Henry提案の印紙法反対の決議を可決したので 

解散された。また1768年には，ヴァジニア，マサ

チューセッツ，サウス . カロライナ，ジョージア

の植民地議会は，Massachusetts Circular Let

ter を受け取り，討議に入ろうとしたことなどを



理由に解散された。1769年には，ヴァジニア議会 

力'、，反逆罪被告人を本国に送って栽判することを 

定めた法律に反対する決議を採択したため，再び 

解散された。

諸植民地の代議院が）その義務の命ずるままに，

彼らの人民に認められた諸権利を宣言したり，あ 

らゆる国外の司法権からの（われわの司法権に対す 

る）侵害に対抗したり，大臣や総督の高圧的な命 

令を無視したりすることは，（当然のこととわれわれ 

は考えるが，驚くべきことには）そういうことがアメ 

リカにおいては，植民地の代議院を解散する公然 

たる理由とされてきたのである。しかし，もしそ 

のような権限が真に陛下に与えられているとして 

も，陛下にそのような権限が与えられているのは， 

(植民地代議院の)議員たちをおどかして，議員たち 

に上述したような義務の正当なる履行を思いとど 

まらせるためであると，陸下ご自身が推測しえら 

れるのか？" （『要約』pp. 224-5.)

"人民の権利を国王が侵害するのに断固として反 

■ 対するという理由で，植民地議会を繰り返し頻繁 
に解散したこと。" （「邦憲法丄P .132.)

" しかも，各植民地議会は，これに対する苦情を 

審議しようとすると，人民の諸権利に反して，し 

ぱしぱ解散を命じられた0 " CDeclaration and Re

solves of the Continental Congress",ま藤訳「第 

一回大陸会議の宣言および決議（!774年)」『ァメリ 

力古典文庫1 6 アメリカ革命』〔研究社，1978J, P .101.

以下この文献についてはこの邦訳のペイジを示す。）

〔既訳の検討〕 Representative Houses は，各 

植民地の下院(Assembly)で，漠訳 "民人の会議"，

中村訳"立法の会"，高橋訳"議会"，今津訳"代 

議会"，立大アメ研訳"代表会ま"，言田訳，明石 

訳 "植民地議会" などと訳されている。斎藤が 

"植民地議会代議踪" と訳したのは，下院である 

ことを明示したものだろう。ここでは，倉持訳，

人権思想研訳，宮田訳，芝田訳に従い"代議院"

とした。これに対して通常民地の総督が任命す 

る議員により構成される上院（Council)は"参享 

会" または"参議会" と訳される。なお福沢は，

"英国王，果断を以て人民の通義を破らんと欲し，

廣々国民の会議局を廃したり" と誤訳。

国王は，かかる解散ののち，長期間にわたって新た 

な議員を選出させなかった。このことによって，消減
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させることのできない立法権は，人民全体に復帰して 

行使されることとなった。その間，その邦は，外部か 
らのf t入と内部における動乱のあらゆる危険に®され 
ていたのである。

「ァメリ力独立宣言」の邦訳につ い て （3)

〔参考〕 ジョージ三世は，反逆行為と見做される 
行動をとる植民地議会を解散し，同じ議員が選ば 
れるおそれがあるため，選拳をさせなかった。 し 
かしこれは国王（総督）の解散権の濫用で，立法機 

関を失った人民は自ら立法ISを行使するという主 
張である。解散された当ほは，本国との紛学以外 
には，特に外敵の長入や内部の動乱はなかったが， 

本文は，議会が解散されていた1768年に，ボスト 
ンに駐屯していた軍隊の危険性について，タウン 

• ミーティングが議会の招集を要求した問題を指 
すと思われる。
" しかし，陛下は， もしくは陛下の総督たちは， 

この（解散）権を，周知のごとき限界，あるいは法 
によって明記せられたあらゆる限界を越えて拡張 

解釈し，行使してきた。ある代議院を解散せしめ 
た後に，あなた方は次の会期を召集すろことを拒 
み，そのためにfit民地の法律で定められた代議院 
は，は な は だ 長 、期間にわたって存在しえなかっ 
たのである。 ものごとの自然の条理として，あら 

ゆる社会はつねに，立法権という最高の同有の権

力をもっているものである。 ......人民がそういう
立法後を委託した機関が存続しているかぎりは， 
そういう立法機関のみが立法権を保有し，それを 
行使するのである。 しかしその立法機関の機能が， 

部分的にでも切り取られてしまい， （事実上）それ 
が解散されるときには， （当然ながら）立法権は人 
民に復帰することとなる。……だが，植民地議会 
に解散を命ずるような現在のやり方がいかなる危 
険を孕んでいるかは，明々白々である。" （『要約』 
pp. 225-6.)

"解散した場合に，長い間次の議会の召集を拒否 

し，政府を立法上の最高機関がない状態に放置し 
たこと0" (r邦憲法」P .132.)

"イギリスの植民地人は…… それぞれの植民地議 

会において自由にして独占的な立法権を享受する 

も の で あ る 。" （「第一回大陸会議の宣言および決議」 

P .102.)

国王に議会の解散権があるのは，本来，民意を 

反映しなくなった議会を，人民が国主に請願して



「三田学会雑誌 I 77巻 6 号 （I 985年2月）

解散してもらうということであったのに， この植 

民地議会の解散は，国王の解散権の拡大解釈であ 
る， というのがジュファスンの意見である。人民 
に立法16が戻ったわけだから，1774年大陸会議が

, 召集された時は， 3 植民地を除いて，民間の協議 
会や通信委員会から代表が選出された。

〔既訳の検討〕中村訳はこの条項脱落。高橋訳は 
混乱訳。incapable of Annihilation は Legisla

tive powersを修飾しているだけだが，今津は"此 
の選挙によってこそ，立法権は絶滅することなく， 

人民一般の手に復帰" と誤訳。人 権 思 想 研 は "全  
然なくなることも出来ないで"，立大アメ研は"完 
全に取去ることができず" と部分否定に誤訳。立 

法権はS 然権だということを強調しているのであ 
り，斋藤訳，明 石 訳 "本来消滅することのない"

の方が良い。
the State remaining in the meantime の 

S tateを，福 沢 は "本国" と誤訳，芝田訳はここ 
だ け "州国家" としている力;，何のことだろうカ >̂ 

othersを高木はここでは議会と訳すなど，高木訳 
は訳語の不統一が目立つ。 明石訳ではfor along 

time が脱け，all the dangers of invasion の all 

は，ほとんどの訳で訳出されていない。
国王は，諸邦の人口の増加を阻止しようと画策した。 

そのために，外国人の帰化に関する法f t の制定を妨げ， 
当地への移民を奨励する他の法律の裁可を拒否し，土 

地を新たに取得する条件を厳しくした。
〔参考〕 フレンチ• アンド . インディアン戦争以 

後は，W民地に対する本国政府の規制が厳しくな 
り，植民地議会が外国人の帰化を認めることが難 
しくなった。 これは，外国人を国王の臣民とする 
大権は植民地側に委任すべきでないという考えに 
よろ。帰化は，外国人の土地膊入権や譲渡権，船 
舶所有権，イギリス船の船員の四分の三以上はイ 
ギリス人でなければならぬと規定した航海条例と 

の関係もあって，植民地にとって重大な経済問題 

であった。そして，1773年11月，fit民地の総督は 

あらゆる帰化法に拒否権を発動すろよう命じられ 

た。
移民を奨励する法というのは，移民に対する4 

年間の免税措置を決めたノース.カロライナの法 

律 〔1771年）を指すのだろう。 これによりスコット 

ランドから農民が流出するのを防ぐため，国王は，

1772年 2 月この法唐の裁可を拒否した。

最後の"土地を新たに取得する条件を厳しくし 
た" というのは，旧西部の未開拓地に革命（反乱） 
勢力が地歩を固めることを恐れて，革命運動が始 
まってからその地価をつり上げたこと，および帰 

化人には土地を与えないようにしたことを指して 
いる。1774年 の 諸 規 制 (Regulationsof 1774)は， 
土地の払い下げについて価格の下限を定め，免役 

地代を引き上げた。 この筒所で高木は"1763年の 
イギリス国王布告をさす" と注記しているが，同 
年 の 布 告 〔Proclamation)は，アバレイチ ア 山 脈  
以西での植民地人の土地の測量と取得を当面禁じ， 
旧西部をインディアン保留地として国王の直轄下 
におくもので， この条項が意味するものではない。
"わが国の人口増加を阻止しようとし，そのため 

に外国人の帰化に関する法#の制定を妨害したこ 
と"。（r邦憲法」P .132.)

" しかし，陛下は最近，土地購入と土地保有の条 
件を，従前の二倍に引き上げることをあえてし， 
このため土地の獲得はより困難とせられ，またこ 
の国の人口も抑制されがちとなったのであ る "。 

(『要約』P. 227.)

〔既訳の検討〕 obstructing the Laws for Nat

uralization of Foreignersは人権思想研訳では 

脱落。 高 木 は "外国人の帰化を妨害し"， 明石は
"外国人の帰化を妨げ" と訳し，Law sを省略。 

refusing to pass others to encourage their 

migrations h itherを 福 沢 は "其移住を禁じ"と 
誇張して訳，raising the Conditions of new Ap

propriation of Landsも"土地分配の新法を立 
たり" と誤訳。 また中村は"新ニ土地ヲ分給スル 
産業ノ価ヲ上セリ" と，地価の問題だけにして訳 

出。高橋は"新ニ土地ヲ買収スルコトニ就テノ条 
例ヲ設ヶタリ" と，福沢と同じく法の問題と考え， 
土地取得が困難に.なったという意味を表わしてL、 

ない。

国王は，裁判所を開設するための法#の裁可を拒否 

することにより，司法の運用を阻害した〔いくつかの 

民地においては司法が全く運用されぬままに放置し 

た〕。

〔参考〕1768年 ノ ー ス . 力ロライナ植民地議会は， 

上級裁判所を5 年間開設する法律をつくり，その 

中に，同植民地に来たことがない者の財産は債権
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「アメリ力独立宣言.1の邦訳について（3)

者の提訴によって差し押えることができるという 
条項があった。 これは英法に抵触するというので 
修正を求められたが，同植民地議会は修正しなか 
ったので， この法律は部分的に発効したままで5 

年後の1773年失効した。同年，同植民地議会は再 
びこの法律案を可決したが，国王の指示により総 
督が裁可せず，裁判所の開設も認められないこと 
になった。

〔既訳の検討〕はとんどすベての訳は"司法権の 

51立を期する法律に裁可を拒むことによって，司 
法の執行を妨げた"というような表現を用いてい 
る力'、， これは同義反復に近い。 establishing Ju

diciary powersは，高木訳"司法権の制度を糖立 

する" では意味不明で，具体的には栽判所を開設 
すること。漢 訳 で は "法を犯す人は， 旧例として 
須く主理者を設けて公判すぺきに，乃ち王は許さ 
ず" となっている。中 村 訳 "人民旧例ュ依リ，司 
理者ヲ設ヶ，公平ユ罪人ヲ審判スルヲ欲スレドモ， 
英 王 コレヲ許サズ" も原文に近い。福 沢 は "英 国  

王，此国に裁判の後を附与するを拒て裁判局を廃 
したり" と， 国全体の裁判権を否定したように誤 
訳。福沢は， しばしば個々の植民地を国と混同し 
ている。

He has obstructed the Administration of 

Justiceは司法の運用.執行を妨げたという意味 
であるが， これを制度にとったものに，福沢訳お 
よび高;f i訳 "司法制度ヲ妨碍" などがある。倉持 
訳 "司直の施行を妨げた"は日本語としてなじま 

な い し 立 大 ァ メ 研 訳 " 司法行政を阻害"は意味 
がよくわからない。今津訳"裁判の執行を妨害し 

司法権を確立する上の諸法律を認可することをも 
拒否した" は全体として誤訳。

国王は，彼の意志のみによって〔植民地の〕栽判官 
の在職期間を左右し，その給与の額を定め，国王が支 

払うようにした。

〔参考〕 司法権の独立に関する問題で，特にニュ 
一.ヨークとマサチューセッツで議論が統V/、た。 

植民地の大半では，総督と国王に裁判官の任命権 

があり，その報酬は植民地議会が毎年決定し,植民 

地側が支払っていた。国王は固定給を定めるよう 

植民地議会に要求したが，植民地議会は栽判官を 

支配下に置くために王に従わなかったので，1773 

年 2 月，マサチューセッツ総督は同植民地議会に，

国王が報酬を支払うので植民地が支仏う必要はな 
いと通告した。 また国王は，国王の意のままに裁 

判官を解任できるようにしようとした。
" しかも他の法律に基づいて，従来，植民地議会 

の決定する給料により執務していた判事は，律給 
の点 で 国 王 に の み 依存することになり…" (「第 

一回大陸会議の宣言および決議」P.100.)

〔既訳の検討〕He has made Judges dependent 

on his Will alone, for the tenure of their 

officesについて，福 沢 が "特 後 を 恣 に し て 官 爵  

を与奪" と誤訳したのは，Judgesを裁判官では 

なく判断ととったためか。中村訳も誤訳。立大ァ 
メ研訳は日本語としておかしL、。またthe tenure 

of their officesを 高 橋 訳 は "載務享程" と誤訳。 
多くの訳はこれを"任期" としている力’、，国王は 

裁判官に一定の任期を決めるのではなく，いつで 
も免職できるという意味である。そ の あ と の the 

amount and payment of their salaries も含め 

て，高 木 訳 で は "任期および報酬について"とな 
っており，the amount and paymentが脱落。 

"支払いについて彼の一存だけで決定できるよう 
にした" というような訳が多いが， 国王は支払 

い日や支払い法を決めたのではなく，国 王 （本国 
の政府）が支狂^うことを決めたので，その意味が 
わかる訳がよい。

国 王 は 〔独断にもとづく権限により〕 多くの官職を 
新たに設け，官吏の群れをこの地に派遣してわが人民 

を悩ませ，その資産を蛋險せしめんとした。
〔参考〕1767年の四つのタウンゼンド諸法（Town, 

shend Acts)には， 関税の徴収を強化するため 
ボス トンにアメリカ税•関管理局（American Board 

of Customs Commissioners)を新設する法律と， 

通商航海法の励行と徴税の効率化のために，海#  

裁 判 所 （Admiralty Court)の機構を拡大する法律 
が含まれている。本国からの指示でなく，直接に 

植民地で関税徴収事務の指揮をとる税関管理局で 

は， 5 人の管理委員が植民地全体の税関事務を監 

督，その下に多数の官吏を雇えるが，実際は30〜 

40人程度であったという。後者の法唐によっては 

新たにボストン，フィラデルフィアおよびチャー 

ルストンに陪審制のない海享裁判所が設置された。 

これら新規の官職に就く官吏の給与は，関税収入 

と密輸の没収品• 科料により充当された。従って
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"官吏の群れ" が 300万人の植民地人の"資産を 
蛋險" したという表現は，やや誇張である。問題 
は， これらの法律によって下級官吏の数がさらに 
増大する可能性があったこと，関税というかたち 
をとりながら植民地の自治を侵害したこと，官吏 
を増やした第一の目的が密貿易の取り縮りで，そ 
れまで特にニュー.イングラシドではなかば公然 
化していた密貿易が不可能になり，植民地の利益

が損われたこと，そしてこれらの法唐の目的が本
( 1 )

国の収入増加のためだったことである。
"本議会は，……アメリカに駐在すべき関税委員 

として任命された人々に対しかれらが適当と考 
えるだけの多くの下級官吏を任命し，かれらの欲 
するままの捧給をこれら下級官吏に支払うことの 

権限を与え， しかもかれらは， これら下級官吏の 
不始末に対しては責任を問われないというような 
ことの不当である点を指摘し，従ってまた， 〔関 

税委員の〕任命は，所期されたごとき賀易上の利 
益をも齋し得まいと本議会の思料するところであ 
るが，その任命は， また人民の自由に対し危険と 
なるような程度にまで国王の官吏の数を増加せし 
むる可能性があるという点をも指摘したのであ 
る。" （松本重治訳「マサチューセッツ回状J 『原典アメ 
リヵ史』第 2巻，P .116.)

"他の法律では種々の口実の下に， しかし事実に
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おいては収入を増加する目的のために， これらの 
植民地において支払われるべき地方悦や関说を課 

し，憲法違反の権限をもつ税関管理局を設置し， 
海*裁判所の権限を拡張して当該関税を徴収せし 
めたのみならず，単にアメリカ国内で起こった事 

件をも裁判せしめた。" （「第一回大陸会議の宣言およ 

び決議」P .100.)

〔既訳の検討〕 福択訳は， He has erected a 

multitude of New Offices を， "新 に 官 吏 を  

命じて" とし，官職 新 設 の 意 味 が 出 て い な い 。 
multitude o f は，高橋訳"無数ノ  "，宮 田 訳 "庞  

太なる"，富田訳， 高木訳， 芝田訳"おびただし 
い数の" などではやや大げさすぎ，実情に合わな 
い。swarms of Officersも，富田訳，明石訳， 

高木訳，斎® 訳 で は "無数の"，立大アメ研訳，人 
権思想研訳，宮田訳，芝 田 訳 で は "大 群 "と 数 の  
多さを強調するが，swarms o f は無数というほ； 
どではなく，倉 持 訳 の "群" 程度が適当であろう。

eat out their substance は，swarms of と呼 
^5した皮肉な表現で，漢訳は"以て民育に飽かし 
む"，福 沢 訳 "我州民の膏jfliを竭さしめたり"，中 
村 訳 "ソノ資血ヲ食ハシム"といった激しい訳も 
ある。 高 橋 は substanceを "実力" と誤訳。大 
陸会議で削除された部分のby a self assumed 

powerを芝田は"みずから笠にきた権力によっ

注 （1) "新税関監理局を作る条令は，同じ理由で不愉快であった。アメリ力人は，はっきりとした根拠があってではなか 

ったようだが本気で，関税官が増える必要は何もない，と惑じていた。そしてイギリス人が常備軍の維持費を心配し 

ていたように，アメリカ人はこれら新しい関税官たちの維持費を心配していた。イギリスから派遺される彼らの參給 

は，徴収される関税から支狂めれるだろう。彼らは勤勉なアメリカ人の血を吸ってふとるS になるだろう。そしても 

しも彼らが食い物は十分にあると考えるならば，どのくらい彼らの数が殖え，どのくらい多くの新税が彼らの空腹を 

みたすために考えつかれるか，誰が予言し得ようか？ こう考えるのはもっともだった。

……監理局の記録を慎重に精査した最初の歴史家0 .M .ディ力一ソン教授は，アメリカ人を刺激して独立にまでIK 

り立てた享件の大部分が，直接間接に監理局に原因があるように思われるとし、う理由で，監理局を設定した条令を， 

rイギリスのもっとも致命的な決定」と呼んでいる。

植民地人は，航海諸条令が以前より効果的に励行されるのに反対だったので監理局設置をったのではなかった。 

われわれが知っているように，1765年にはアメリカ人は，母国の利益のためにイギリス議会が植民地の貿易を規制す 

る権利を，まだ認めようとしていた。そして密貿易を妨害する者は誰であれ，あえて歡迎しはしなかったが，イギリ 

スが密貿易を妨害すろ権利をもっているのを否定しようとしてはいなかった。しかし新監理局は，古い航海諸条令励 

行のためだけに設置されたのではなかった。監理局は，タウンゼンドがアメリカから取る，とイギリス議会に約束し 

た国家収入を徴収するために設置されたのであった。この目的で選ばれた人びとがたとえ皇者であったとしても，ニ 

ュー.イングランドでは不人気であったろ う。不幸にして，H67年11月ボストンに天下ってきた監理官たちは，とて 

も聖者とは言えなかった。彼らは強欲な官僚であって，抑え切れない貪:欲さとしつこい悪意とをあらわにして，監理 

官そのものにた!̂オる植民地人の敵対心のみならず，彼らを派遣したイギリス議会にたし、する敵対心をも間違いなく 

強めてしまった。" Edmund S. Morgan, The Birth of the Republic, 1763—89 (1956; rpt. Chicago: The 

University of Chicago Press, 1963), pp. 36—37. E .S .モーガン『新アメリ力史叢言3 合衆国の誕生』三 

崎敬之訳（南雲堂，1976), pp. 47-8.
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「アメリ力独立宣言」の邦訳についてほ）

て" とする力；，訳文としてあまり適当ではない。
国王は，平時においても，われわれの■会の同意な 

しに，常 備 軍 〔と軍艦〕をわれわれのもとに駐留させ 

ておいた。
〔参考〕本国の主1S行使とW民地自治の衝突で， 

独立の契機ともなる重要な問題である。 7 年戦争 
の'結果，1763年バリ平和条約によってフランス領 
カナダ， ミシシッピ 河 に 、たるアリゲイニィ山脈 
以西の土地が新たにイギリス領になった。 この広 

大な領域をインディアンの攻擊などから防衛する 
目的で，また自治を強める植民地への威圧効果も 
ねらって，イギリスは，植民地議会の承認を得ず 
に，約 1万人の本国正規兵を戦後も駐留させた。 
これは植民地人にとっては大問題で，平時に本国 
軍が駐留するためには当然植民地の同意が必要な 
のに，本国が独断で常備軍を置いたことは，国王 

の越権または植民地の譲従を意味する。 さらにそ 
の費用分担のため課税までされて，独立へ向かう 
こととなった。
"陛下は，上述のごとくわれわれが不満を表明し 

て き た （イギリス領アメリ力に対する陛下の）恣意的 
な政策を強行する目的のもとに， しぱしぱ多数の 
軍隊を，われわれに対しさし向けられた。 しかも 
それらの軍隊は，当地の人民自身によってできた 
ものでもなく，われわれの法蓉のt t 威によって組 
織されたものでもないのだ。力、りに， このような 

権利が陛下にあるとするなら，それは，われわれ 
の他のすべての諸I t 利をも，国王が適当と考える 

時はいつなりとも，吸収してしまうことになりか 
ねない。 しかし，陛下には，われわれの土地に一 
人の軍人でも上陰させるま利はない。そして陛下 

が当地に送られる軍隊は，われわれの法律の規定 
によってのみ，暴動，騒乱，また不法な集会など 

の鎮田と懲罰に当たるべきものであり， もし，そ 
うセなけれぱ，そういう軍隊は，われわれの法律 

を無視し，われわれを長略する敵性の集団である 

と考えざるをえないのである。’’ （『要約』P. 228.)

"平時においてもわが国に，常備軍および軍艦を 

保持したこと0" (「邦憲法」P-132.)

"平時において， これらの植民地に常備軍を驻 

屯せしめることは，その軍隊を駐屯せしめんとす 

る植民地の議会の同意なくしては違法である。" 

V 〔「第一回大陸会議の宣言および決唐」P .103.)

〔既訳の検討〕 He has kept among us…stand, 

ing Armies without the Consent of our legis

lature の our legislatureを 福 沢 は "我 輩 の 衆

議" と訳したが，同意権を持つ植民地の立法府と 
いう意味が消える0 standing A rm iesを中村は 

"常額の兵" と誤訳。高木訳では"われわれの間 

に，議会の同意にもとづくことなく，常備軍を置 
いた" となっているが，o u rが訳されていないの 

で植民地議会なのか本国議会なのか不明。 また本 
国の常備軍なのか植民地に新しく常備軍をつくっ 

たのかも不明。keptには"平時になっても撒兵し 

なかった" という含意があるので，今 津 訳 "平 時  
に於てもなほ……驻屯させて置いた" のように， 
それを表わす訳の方がよい。富田訳，明石訳では 
among u sの訳がないので，どこに置いたのか不 

明。
国王は，軍部を，文官の権力に従属させず，それに 

優越したものとする措置をとった。
〔参考〕1774年の抑圧的諸法(Coercive Acts) の 

ひとつであるマサチューセッツ統治法(Massachu. 

setts Government Acりは，マサチユ— b ッツ植 

民地人の権利を奪い， この植民地をより一層国王 
の統制下に置こうとするものであって，しかもア 
メリ力駐留軍司余官であったThomas G age 将 
軍が1774年 4 月にマサチューセッツ総督に任ぜら 
れ，急進派を威圧し同法の強行にあたる彼を援護 
する目的で本国の軍艦や陸兵がポストンに集めら 

れた。だが，イギリス法によっても植民地法によ 

っても文官優位が定められていたので，軍部支配 
と武力威圧は逆効果をもたらし，マサチューセッ 

ツ以外の諸植民地も一斉に反英抗争に立ち上った。 
"このたび軍隊を（ァメリ力に）派遣されたやり方 

力’、， われわれの法律に照らしてみれぱ， いっそ 
う重大な犯罪的行動とみなさるべきものとなった 
点は，陛下が，軍*権力に対する文官の優位を確 

定せずして，かえって文官的権力を軍享的権力に 

従属せしめることを明言されたことである。 しか 

し陛下は， このようにしてすべての法律を自己の 

足下にふみにじることができるであろうか？ 陛 

下 ご 自 身 を 国 王 位 に つ か し め た も の は ， （すな 

わち法と人民との力によるものであったが）陛下がは 

たして（逆に）それに対し優位をもつような権力を， 

みずからの権限として主張されることができるも
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のであろうか？ 陛下はたしかに実力に訴えてそ 

ういう行動をされたのだ。陛下よ，忘れたもうな， 

力は権力を生ぜしめうるものではないことを。" 

(『要約』P. 229.)

"軍隊を文官の権力から独立させ，しかもそれに 

優越させようとしたこと。’’ （「邦ま法」P .132.)

〔既訳の検討〕立大アメ研訳ではこの条項全体が 

脱落。He has affected to render the Military 

independent of and superior to the Civil power 

という文は，王が文官支配の原理を破ったという 

意味である。漢訳"文武の平属は向例として相上 

下せず"，福沢訳 "英国王，文武両局を別ち"で 

はこの原理が表れていない。ほとんどの訳は，"軍 

部を文官の権限から独立させ優位に立たせた"と 

いうような表現になっているが，この場合の軍部 

はイギリス本国軍で，個々の植民地の文官権力に 

服従していたわけではないから， "独立させた" 

のではなく，上から軍部支配を行い，文官の権力 

に "従属させなかっすこ" のである。 the Civil 

powerを倉持訳"民権"，宮田訳 "文政権"，人 

権思想研"市民的な権力" などとするのは，意味 

があいまいとなり不適。the Military (power)を 

人思想研訳，宮田訳などは"軍隊" とするが， 

軍隊の中の権力者たちが問題なので，富田訳，高 

木訳，芝田訳の"軍部" がよい。affectedを倉持 

訳 "傾向を示した"，今津訳"意向を示した"，人 

権思想研"好んだ" とするのも好ましくない。高 

木訳，芝田訳の"措置した" が適当である。

国王は，われわれの憲法とは無縁であり，われわれ 

の法#では認められていない管ぽ権の下にわれわれを 

服従させるため，本国の議員たちと結託した。すなわ 

ち，次のような彼らの越権の立法による法律に裁可を 

与えたのである。

〔参考〕 ジェファスンは，『要約』において，ア 

メリ力への植民の経緯に照らしても，イギリス本 

国はアメリカ植民地に対し優越した地位にはなく， 

イギリス本国とアメリカ植民地は同君連合をなす 

ものであるとの法理論を展開している。

"陛下に記億を新たにして、ただきたいことであ 

るが，われわれの祖先は，ァメリカへ移住した以 

前は，ヨーロッバにおけるイギリス領土の自由な 

住民であり，選択によってでなく偶然がその生国 

たらしめた国土を離脱しうるという天与の利を

有していたのであり，新たな居住の地を求め，そ 

こに一般住民の幸福を促進しうると思われる法と 

条令によって，新たな社会を建設することができ 

るという権利をももっていた人々であったのであ 

る。さらにまた，この万人の（自然の）法のもと 

に，われわれの祖先の祖先であったサクソン人た 

ちは，（われわれの祖先と）同様に，北部ヨーロッバ 

のその故鄉である荒野と森林とをすてて，当時居 

住民の比較的少なかったプリチンの島をみずから 

のものとしその後長い年月にわたり，母国の栄光 

であり，またその糖ともなってきた法の体制とい 

うものを確立したのであった。われわれの祖先 

〔の祖先）が後にしたその母国は，彼らに対し， 

彼らの上に優越の地位と力、，従属の関係とかを主 

張するというようなことはかつてなかったのであ 

る。たとえもしそのような主張が行なわれたとし 

ても，イギリスにある陛下の臣民は，彼らの父祖 

伝来の権利に関して強'^、確信をもって'̂ 、たがゆえ 

に，そのような根拠なき主張，要求に屈して，彼 

らの国の主権に対する侵害を甘受するようなこと 

はなかったと信ぜられる。

そのゆえに，〔われわれの祖先の祖先たろ）サクソ 

ン人の（イギリスへの）移住と，〔われわれの）祖先 

たるイギリス人の（アメリ力への）海外移住とは， 

(その二者を）実質的に区別すべきいかなる享情も 

生じたことはなかったと考えられる。 アメリカ 

(の地）が征服せられ，そこに移住が行なわれ，強 

固たる諸植民地が樹立せられたのは，イギリス政 

府によってではなく，〔われわれ祖先の）個々の人 

間の労力儀牲によってである。その移住のための 

土地の獲得にあたっても，われわれの祖先みずか 

らの血が流され，彼らみずからの財産が，その植 

民地の成功のために費やされたのである。（われ 

われの祖先は）彼ら自身のためにこそ戦い，彼ら自 

身のためにこそ彼らは，（アメリカの自然を）征服し 

たのであった。したがって彼ら自身のためにのみ 

彼らはそれを保持する権利をもつのであろ。

......右のように，アメリカの荒野の中での移住

が遂行されたのであるから，〔われわれの祖先たる） 

移住者たちは，それまで母国で，そのもとに暮ら 

してきたような法体系というものを（そのまま）移 

植適用することを適切だと考えたのであり，それ 

とともに，母国との一体性を，同一共通の主権者
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への服従によって持統することを適切なことと考 

えてきた。そして，その主権者は，新たに増加し 

てきたイギリス帝国のいくつかの各部分を結合す 

ぺき中心的なくさびとなるものとわれわれにも信 

せ*られたのであった0 " (『要約』pp. 210-212.)

"'これらのW民地の人民の唯一の代表は，現地に 

おいて植民地人により選出されたもののみであり， 

いかなる租说も，各植民地における立法府による 

のでなけれぱ，いまだかつて彼ら人民に課された 

ことはなく，また憲法上，課することのできない 

ものである。〔The Declaration of the Rights and 

Grievances of the Colonists in America,19 Octo- 

l3er, 1765,斋藤真訳「アメリ力における植民地人の 

権利と不満に関する宣言」『アメリ力革命』PP. 52.)

"決議三人民に対する課税をかれら人民自身 

によりて為すこと，あるいは，それをかれらの代 

表者によりて為すことは，過重な課税を防止する 

唯一の保障であり，古来の〔英国〕憲法に本質的 

な，英国人の自由に個有な特色である。何となれ 

ぱ，人民の代表者こそは，人民が如何なる租税を 

負担し得るか，また如何なる徴税方法が最も人民 

に堪え易きものであるかを知る唯一の人たちであ 

り，かつ，代表者自身，人民に賦課される一切の 

宙说によって，影響を受ける立場にある人たちで 

あるからである。

決議四陛下の最も旧いかつ最も忠誠なこのW 

民地の陛下の忠良なる人民は，かれらの主権者ま 

たはその代理の認許を条件とはするものの，かれ 

ら自身の承諾をその淵源とする行政法規と税法と 

によって，治められるものであろという至高至大 

の権利を，未だかつて絶ゆることなく享有し来っ 

たものである。しかも，この権利は，未だかつて 

没収されたこともなけれぱ，放棄されたこともな 

く，常に国王および大英国民によって承認されて 

きたものである。

決議五故に，こ の 植 民 地 の 議 会 は ，

この植民地の住民に対し租稅及び公課を賦課徴収 

する唯一独占的の権限を有するものであり，かか 

る権限を，本議会以外の如何なろ個人若しくは個 

人の參団に与えんとするあらゆる試みは，アメリ 

力人の自由と英国人の自由とを，ともに破壊する 

傾向を明かに有するものである。

決議六陛下の忠良なる臣民たるこの植民地の

住民は，本議会の制定する法# 命令に対する以外, 

かれらに課税せんとする如何なる法律命令に対し 

ても，服従の義務を負わないものである。" （The 

Virginia Resolves on the Stamp Act, 30 May, 1765, 

松本重治訳rヴァジニア決議」『原典アメリカ史』第2 

巻，P.87.)

"次のような目的に関してイギリス議会が権限 

をもつと主張する法案に同意を与え，イギリス議 

会と結託してわれわれを植民地外の機関の権限に 

服従させたこと。" （「邦憲法J P .133)

〔既訳の検討〕He has combined with others の 

othersを倉持訳，人権思想研訳，立大アメ研訳， 

芝田訳は"他の者"，他の多くの訳は"本国議会" 

とするが，具体的に訳す方がわかりやすいので， 

"本国の議員たち" とした。今津訳"他の人民" 

は不適当。福沢の"徒党を結て" は誤訳。consti- 

tu t io nを "政治" とするのも誤訳。中村訳は混 

迷。

jurisdictionは，福沢訳 "ー殊の政"，高橋訳 

"政令"，倉持訳，人権思想研訳"法権"，高木訳 

"立法の権限"，芝田訳 "立法権"，明石訳,斋藤訳 

"権限" とさまざまに訳されている力' S ここでは 

本国議会の立法権，というよりは斋藤敏訳のよう 

に本国議会の"管轄権" を意味する。宮田訳"栽 

判権"，立大アメ研訳，富田訳 "司法権" は誤訳。

Acts of pretended Legislation は福沢訳"議 

定したる偽法"，高橋訳 "越権の議案"，含持訳 

"洋りの立法たる波等の決議"，今津訳"言葉の 

上でしか立法とは称せられない，此等人民の（左 

の）行為"，人権思想研訳"見せかけの立法で出 

来た法令"，富田訳 "越権の立法による法令"，高 

木訳 "越権の立法"，明石訳，斋藤訳権の立法 

行為"，芝田訳 "不正な立法による法參"とさま 

ざまに訳されている。高木訳ではActsが訳出さ 

れてぉらず，今律，明石，斎藤がActsを行為と 

解釈したのは誤訳であろう。

なお， giving his Assent to their Acts と 、 

うのは，その前の文享の言い換えであって，今津 

が "而も彼は" と別の意味に訳したのは不適。前 

文を裁判の問題に，後文を立法の問題に解した宮 

田訳は誤訳。富田訳もそれに近い。高木訳も前後 

関係がわかりにくく，文の流れは明石訳がよい。

〔未完）
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